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様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 地方税等賦課台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
総務部税務課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
地方税等の賦課及び証明書発行をするために利用す

る 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５課税状況、 

６納税状況 

６ 記録範囲 本市課税台帳登録者 

７ 記録情報の収集方法 
税務署・事業所による報告書及び市民による申告書

から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所総務部税務課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№1



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 国民健康保険税の賦課及び徴収に関するファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
総務部税務課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険税の賦課、税額通知及び徴収業務をす

るために利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５課税状況、

６納税状況、７資格状況 

６ 記録範囲 本市国民健康保険の資格保有者 

７ 記録情報の収集方法 市民による申請、資格確認システム等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所総務部税務課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№2



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 軽自動車税情報ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
総務部税務課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
軽自動車税の賦課及び証明書発行をするために利用

する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３住所、４標識番号、５車両情

報、６課税情報、７納税情報 

６ 記録範囲 本市課税台帳登録者 

７ 記録情報の収集方法 
軽自動車協会等による申告書及び納税義務者による

軽自動車税申告書から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所総務部税務課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 ― 

 

№3



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 固定資産税情報ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
総務部税務課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
土地・家屋及び償却資産の所有者に対する賦課事務

を行うために利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３住所、４所在地、５登記地

目、６登記地積など 

６ 記録範囲 固定資産を所有する者 

７ 記録情報の収集方法 所有者申請及び現況調査等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所総務部税務課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№4



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 地方税等の徴収及び滞納処分に関するファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
総務部税務課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 地方税等の徴収及び滞納処分をするために利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５電話番号、

６課税状況、７納税状況、８資産状況、９処分状況 

６ 記録範囲 本市納税義務者 

 記録情報の収集方法 市民からの申請書等及び課税部署から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所総務部税務課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 

― 

 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

3 備  考 

 

 

№5



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
総務部危機管理課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
災害時等における避難行動要支援者の円滑・迅速な

避難及び安否確認を行うために利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住所等、５連絡先、

６介護・障害情報 

６ 記録範囲 本市住民基本台帳登録者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所総務部危機管理課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

名簿の登録者に、毎年名簿の提供の可否についての

同意書を送付しており、同意した者については平常

時からの名簿提供が可能であるが、災害時には同意

不同意に関わらず、名簿を利用することができる（災

害対策基本法第 49 条の 11 第２項及び第３項） 

  

№6



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 防災ラジオ配布者名簿ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
総務部危機管理課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

災害時における防災情報及び緊急を要する行政情報

等をより迅速かつ確実に伝達するため、同報系防災

行政無線放送を受信することができる防災ラジオを

配布した者の管理を行うために利用する 

５ 記録項目 １氏名、２住所、３連絡先 

６ 記録範囲 防災ラジオ等配布申込書を提出した者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所総務部危機管理課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）  法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有 □無 

13 備  考 ― 

 

№7



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 戸別受信機貸与者名簿ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
総務部危機管理課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

災害時における防災情報及び緊急を要する行政情報

等をより迅速かつ確実に伝達するため、同報系防災

行政無線放送を受信することができる戸別受信機を

配布した者の管理を行うために利用する 

５ 記録項目 １氏名、２住所 

６ 記録範囲 
土砂災害警戒区域内に居住している者、防災行政無

線子局から 200ｍ以上の距離に居住している者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申出等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所総務部危機管理課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）  法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有 □無 

13 備  考 

― 

 

№8



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 国勢調査世帯一覧名簿（副本）ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
企画部企画政策課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

５年ごとに実施される国勢調査の「世帯一覧名簿」

は総務省の承認により、他の基幹統計調査において

閲覧等に利用する 

５ 記録項目 
１調査区番号、２世帯番号、３氏名、４住所、５性

別、６世帯員の数 

６ 記録範囲 国勢調査の調査対象者 

７ 記録情報の収集方法 国勢調査の調査票から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所企画部企画政策課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）  法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有 □無 

13 備  考 － 

 

№9



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 就業構造基本調査抽出単位名簿ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
企画部企画政策課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
５年ごとに実施される就業構造基本調査の対象世帯

を抽出するため利用する 

５ 記録項目 
１調査区符号、２氏名、３住所、４世帯主、５15 歳

以上の世帯員数、６世帯コード 

６ 記録範囲 就業構造基本調査の調査対象者（対象 35 調査区分） 

７ 記録情報の収集方法 住民基本台帳・就業構造基本調査の調査票から収集。 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所企画部企画政策課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 － 

 

№10



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 住宅・土地統計調査 調査対象名簿ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
企画部企画政策課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
５年ごとに実施される住宅・土地統計調査の対象世

帯を抽出するため利用する 

５ 記録項目 
１調査単位区番号、２建物番号、３住宅番号、４世帯

主または代表者の氏名、５世帯の別 

６ 記録範囲 
住宅・土地統計調査の調査対象者（対象 160 調査区

分） 

７ 記録情報の収集方法 住宅・土地統計調査の調査票から収集。 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所企画部企画政策課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）  法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有 □無 

13 備  考 － 

 

№11



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 農林業センサス客体候補名簿ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
企画部企画政策課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
５年ごとに実施される農林業センサスの客体候補者

を抽出するため利用する 

５ 記録項目 
１農業集落・調査区・客体コード、２経営体名称、 

３経営主氏名、４住所、５電話番号 

６ 記録範囲 農林業センサスの調査対象者 

７ 記録情報の収集方法 農林業センサス名簿作成プログラムから収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先  － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所企画部企画政策課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
 － 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考  － 

 

№12



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 プレミアム商品券購入引換券発送リストファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
企画部商工観光課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
プレミアム商品券の引換えに必要な購入引換券を発

送するため利用する 

５ 記録項目 １氏名、２生年月日、３性別、４住所 

６ 記録範囲 本市住民基本台帳登録者 

７ 記録情報の収集方法 住民基本台帳から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所企画部商工観光課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№13



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 ふるさと納税寄附者ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
企画部商工観光課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

寄附者への返礼品の配送管理及び受領証明書の発

行、ワンストップ申請のデータ送信に必要な記載事

項の登録・修正等に利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２住所、３マイナンバー、４生年月日、５性

別、６寄附額 

６ 記録範囲 本市ふるさと納税寄附申込者（平成 29 年度以降） 

７ 記録情報の収集方法 
寄附者からの寄附申込及びワンストップ申請書等か

ら収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 LR 株式会社 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所企画部商工観光課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

LR㈱への情報提供には【５：記録項目】の３（マイナ

ンバー）は含まない。 

 

№14



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 消費生活相談情報ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
企画部商工観光課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 消費者相談に必要な記載事項の登録に利用する 

５ 記録項目 １氏名、２性別、３住所、４年齢、５相談内容 

６ 記録範囲 消費生活センターを利用する相談者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申告により収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 国民生活センター 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所企画部商工観光課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

５ 記録項目のうち、１から４までについては匿名

等の理由により記録しない場合あり。 

 

№15



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 トレーニングジム利用者カードファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
企画部商工観光課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 トレーニングジム利用者確認用として利用する。 

５ 記録項目 １氏名、２生年月日、３性別、４住所、５電話番号 

６ 記録範囲 利用承諾書を提出した者（平成 25 年度以降） 

７ 記録情報の収集方法 利用希望者からの利用承諾書から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所企画部商工観光課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№16



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 住民異動情報ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
企画部地域政策課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
文書配布等の行政委託事務を円滑に行うため、同意

を得られた方の住民異動情報の提供に利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４新住所、５旧住所 

  

６ 記録範囲 本市住民基本台帳登録者 

７ 記録情報の収集方法 市民課の住民異動届から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 
自治会長及び公民館長、校区コミュニティ協議会長 

（行政事務委託員） 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称） 姶良市役所企画部地域政策課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

  法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有   無 

13 備  考 

 

 

№17



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 住民基本台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
住民票の発行に必要な記載事項の登録・修正等する

ために利用する 

５ 記録項目 
１氏名 ２生年月日 ３性別 ４住所 ５本籍・筆

頭者 ６個人番号 ７住民票コード ８前住所 

６ 記録範囲 本市住民基本台帳登録者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所市民生活部市民課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№18



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 埋火葬許可ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 死体火葬許可証を発行するために利用する 

５ 記録項目 

１死亡者の 氏名、 生年月日、 性別、 本籍、 

住所、 死亡年月日等 

２申請者の 氏名、 住所、 続柄 

６ 記録範囲 本市が受理した死亡届が提出された者 

７ 記録情報の収集方法 本市が受理した死亡届から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所市民生活部市民課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№19



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 戸籍事務ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
戸籍謄本等の発行に必要な記載事項を記載するため

に利用する 

５ 記録項目 
１本籍・筆頭者 ２名 ３生年月日 ４性別 ５父

母氏名 ６続柄 等 

６ 記録範囲 本市が受理した届書及び本市本籍地登録者 

７ 記録情報の収集方法 戸籍届書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 戸籍情報連携システム（法務大臣管理） 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所市民生活部市民課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№20



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 畜犬登録システムファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部生活環境課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
狂犬病予防法に基づく犬の登録や狂犬病予防注射の

接種履歴の管理等に利用する 

５ 記録項目 1 氏名、２生年月日、３性別、４住所、５電話番号 

６ 記録範囲 犬の登録申請書により申請があった者 

７ 記録情報の収集方法 犬の飼い主からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所市民生活部生活環境課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№21



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 合併処理浄化槽ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部生活環境課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 合併処理浄化槽設置事業補助金交付に利用する 

５ 記録項目 １氏名 ２住所 ３電話番号  

６ 記録範囲 合併処理浄化槽設置事業補助申請者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所市民生活部生活環境課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№22



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 あいら斎場悠久の杜使用許可申請書ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部生活環境課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
斎場（火葬炉）を使用するにあたり必要な使用者・死亡

者の情報を確認するために利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２続柄、３住所、４生年月日、５死亡年月

日、６死亡住所、７死亡場所 

６ 記録範囲 
あいら斎場悠久の杜使用許可申請書を申請した者、

死亡した者 

７ 記録情報の収集方法 使用許可申請書から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所市民生活部生活環境課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）  法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有 □無 

13 備  考 

 

 

№23



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 国民健康保険の資格及び給付等ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部健康保険課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険の資格の得喪及び各種給付に必要な事

項の登録・修正等を行うために利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５世帯主氏

名、６マイナンバー、７連絡先 

６ 記録範囲 本市国民健康保険被保険者台帳登録者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの届出書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 鹿児島県国民健康保険団体連合会 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所市民生活部健康保険課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№24



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療の資格及び給付等ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部健康保険課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
後期高齢者被保険者の資格の得喪及び各種給付に必

要な事項の登録・修正等を行うために利用する 

５ 記録項目 
1 氏名 ２生年月日 ３性別 ４住所 

５マイナンバー  

６ 記録範囲 後期高齢者被保険者(平成 20 年４月～) 

７ 記録情報の収集方法 被保険者申請書、庁内外情報連携(転出入異動等) 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）姶良市役所市民生活部健康保険課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№25



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 国民年金ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部健康保険課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

国民年金第１号被保険者の資格取得・喪失、種別変

更等の各種届出や国民年金保険料の免除申請等のた

めに利用する 

５ 記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４基礎年金番号、５第

１号被保険者資格等履歴、６申請免除・法定免除履

歴、７電話番号等 

６ 記録範囲 国民年金第１号被保険者（昭和 36 年４月１日以降） 

７ 記録情報の収集方法 
第１号被保険者からの届出・申請や日本年金機構の

年金記録等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 日本年金機構（非公務員型の公法人） 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所市民生活部健康保険課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 

 ５の第１号被保険者資格等の履歴の内容につい

て、国民年金法（昭和 34 年法律第 141 号）第 14 条

の２に基づき、厚生労働大臣が備える「国民年金原

簿」の訂正の請求をすることができる 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№26



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 予防接種台帳ファイル（成人） 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部健康保険課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 成人の予防接種の実施に利用する。 

５ 記録項目 
１氏名・性別、２生年月日、３郵便番号・住所・電話番
号、４各種予防接種情報（接種日、ワクチン種別、ロッ
ト番号等） 

６ 記録範囲 接種対象者・被接種者 

７ 記録情報の収集方法 
予防接種を実施した接種医療機関から提出された予

診票又はそれに基づくデータから収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称） 姶良市役所市民生活部健康保険課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

  

№27



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
予防接種台帳ファイル(新型コロナウイルスワクチ

ンに限る。) 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部健康保険課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 新型コロナウイルスワクチン接種に利用する。 

５ 記録項目 
１氏名・性別、２生年月日、３郵便番号・住所・電話番
号、４各種予防接種情報（接種日、ワクチン種別、ロッ
ト番号等） 

６ 記録範囲 
姶良市に住民登録を有する者（消除者・住民登録外

申請者含む。） 

７ 記録情報の収集方法 
予防接種を実施した接種医療機関から提出された予

診票又はそれに基づくデータから収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称） 姶良市役所市民生活部健康保険課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

  

№28



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 各種検（健）診対象者ファイル（成人保健） 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部 健康保険課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

各種検（健）診（成人保健）に係る以下の事務のため 
１ 予約、受診券や勧奨通知の発送、結果についての登

録・管理 
２ 支払いに関する事務 
３ 統計・報告に関する事務 

５ 記録項目 
１健康管理番号、２氏名・性別、３生年月日、４郵便番

号・住所・電話番号、５各種検（健）診該当項目 

６ 記録範囲 姶良市各種検（健）診（成人保健）の対象者 

７ 記録情報の収集方法 
本人が提出した申込書（用紙、Web）、検（健）診機関

からの情報提供より収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称） 姶良市役所市民生活部健康保険課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

  

№29



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 保護台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部生活福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
生活保護法（以下「法」という。）の実施に必要な情

報を整理するために利用する。 

５ 記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５本籍地、

６マイナンバー、７学歴、８生活歴、９続柄、10 

電話番号、11 資産の状況、12 負債の状況、13 扶

養義務者の状況、14 他法他施策の状況、15 指導指

示（法第27条関係）、16 援助方針、17 保護決定調

書、18 ケース記録、19 医療扶助、20 介護扶助、

21 支給台帳、22 面接相談記録、23 レセプト 

６ 記録範囲 生活保護を相談又は申請した者（昭和 30 年度以降） 

７ 記録情報の収集方法 
申請者又は相談者からの申請書等による収集 

関係機関調査（法第 29 条に基づく）による収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 指定医療機関及び指定介護機関 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部生活福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 
 

 

№30



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別

給付金（ひとり親世帯分）受給者管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特

別給付金（ひとり親世帯分）の管理・支給に必要な情

報を登録・修正等をするために利用する 

５ 記録項目 
１受給者・児童氏名、２受給者・児童生年月日、３受

給者・児童住所、４振込口座、 

６ 記録範囲 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特

別給付金（ひとり親世帯分）申請書（請求書）・低所

得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給

付金（ひとり親世帯分）口座登録等の届出書を提出

した者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 - 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№31



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援 

特別給付金（ひとり親世帯以外分）受給者管理台帳

ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特

別給付金（ひとり親世帯以外分）の管理・支給に必要

な情報を登録・修正等をするために利用する 

５ 記録項目 
１受給者・児童氏名、２受給者・児童生年月日、３受

給者・児童住所、４振込口座、 

６ 記録範囲 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特

別給付金（ひとり親世帯以外分）申請書（請求書）・

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特

別給付金（ひとり親世帯以外分）支給口座登録等の

届出書を提出した者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 - 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№32



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
令和４年度姶良市物価高騰等対策入学・就職等準備

支援金受給者管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

姶良市物価高騰等対策入学・就職等準備支援金の管

理・支給に必要な情報を登録・修正等をするために

利用する 

５ 記録項目 
１受給者・児童氏名、２受給者・児童生年月日、３受

給者・児童住所、４振込口座 

６ 記録範囲 

姶良市物価高騰等対策入学・就職等準備支援金支給

申請書兼請求書・姶良市物価高騰等対策入学・就職

等準備支援金支給口座登録等の届出書を提出した者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 - 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№33



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
令和４年度姶良市物価高騰等対策子育て世帯給付金

受給者管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

姶良市物価高騰等対策子育て世帯給付金の管理・支

給に必要な情報を登録・修正等をするために利用す

る 

５ 記録項目 
１受給者・児童氏名、２受給者・児童生年月日、３受

給者・児童住所、４振込口座 

６ 記録範囲 

姶良市物価高騰等対策子育て世帯給付金支給申請書

兼請求書・姶良市物価高騰等対策子育て世帯給付金

支給口座登録等の届出書を提出した者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 - 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№34



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
令和７年度姶良市物価高騰対策入学・就職等準備支

援金受給者管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

姶良市物価高騰対策入学・就職等準備支援金の管理・

支給に必要な情報を登録・修正等するために利用す

る 

５ 記録項目 
１受給者・児童氏名 ２受給者・児童生年月日 

３受給者・児童住所 ４振込口座 

６ 記録範囲 
令和７年度姶良市物価高騰対策入学・就職等準備支

援金申請書兼請求書及び口座登録をした者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等からの収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 
 

 

№35



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
物価高騰対応子育て応援手当受給者管理台帳ファイ

ル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
物価高騰対応子育て応援手当の管理・支給に必要な

情報を登録・修正等するために利用する 

５ 記録項目 
１受給者・児童氏名 ２受給者・児童生年月日 

３受給者・児童住所 ４振込口座 ５個人番号 

６ 記録範囲 

物価高騰対応子育て応援手当申請書兼請求書及び口

座登録をした者及びプッシュ型（市児童手当受給者）

により支給した者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等からの収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 
 

 

№36



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 家庭児童相談受付票ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
児童の相談に関する受付の周知、統計報告のために

利用する 

５ 記録項目 
１氏名 ２生年月日 ３性別 ４所属 ５住所  

６相談内容 

６ 記録範囲 相談受付者 

７ 記録情報の収集方法 
市民からの聞き取り及び行政情報システム等から収

集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）  法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有 □無 

13 備  考 

 

 

№37



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 子ども医療費管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
子ども医療費の管理・支給に必要な情報を登録・修

正等をするために利用する 

５ 記録項目 
１受給者・児童氏名、２受給者・児童生年月日、３受

給者・児童住所、４児童健康保健、５振込口座 

６ 記録範囲 

子ども医療費助成金受給資格者登録申請書・ 

子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更（喪失）

届を提出した者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 - 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№38



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 児童手当受給者管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
児童手当の管理・支給に必要な情報を登録・修正等

をするために利用する 

５ 記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４年金種別、５所得 

６口座情報、７児童氏名、８児童生年月日、９児童住

所 

６ 記録範囲 
児童手当・特例給付認定請求を提出した者 

児童手当・特例給付現況届を提出した者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 - 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№39



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 児童扶養手当受給者管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
児童扶養手当の管理・支給に必要な情報を登録・修

正等をするために利用する 

５ 記録項目 
１受給者・児童氏名、２受給者・児童生年月日、３受

給者・児童住所、４受給者・児童年金情報５振込口座 

６ 記録範囲 児童扶養手当認定請求書を提出した者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 - 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№40



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
ひとり親家庭医療費助成金受給資格者管理台帳ファ

イル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
ひとり親家庭医療費の管理・支給に必要な情報を登

録・修正等をするために利用する 

５ 記録項目 

１受給者・児童氏名、２受給者・児童生年月日、３受

給者・児童住所、４受給者・児童健康保健、５振込口

座 

６ 記録範囲 

ひとり親医療費助成金受給資格者証交付（更新）申

請書・ひとり親家庭医療費受給資格変更届を提出し

た者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 - 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№41



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
総合福祉システム 子ども子育て支援 子ども台帳

ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
保育所等の入所措置や保育料の決定措置の登録・修

正等するために利用する 

５ 記録項目 １氏名、２生年月日、３性別、４住所、５事業所名 

６ 記録範囲 保育所等入所申込書を提出した者（令和５年度以降） 

７ 記録情報の収集方法 保育所等入所申込者から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№42



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 予防接種台帳ファイル（子ども） 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 子どもの予防接種の実施に利用する。 

５ 記録項目 
１氏名・性別、２生年月日、３郵便番号・住所・電話番
号、４各種予防接種情報（接種日、ワクチン種別、ロッ
ト番号等） 

６ 記録範囲 接種対象者・被接種者 

７ 記録情報の収集方法 
予防接種を実施した接種医療機関から提出された予

診票又はそれに基づくデータから収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称） 姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

  

№43



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 母子保健事業ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 妊婦、産婦、乳幼児の管理、統計、報告に関する事務 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３郵便番号・住所・電話番号、

４各母子保健事業該当項目 

６ 記録範囲 母子保健事業の該当者 

７ 記録情報の収集方法 
本人が提出した妊娠届出書、各乳幼児健康診査で使

用した受診票、母子保健事業の個別記録票から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない。 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称） 姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№44



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 各種検（健）診対象者ファイル（母子保健） 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部 子どもみらい課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

各種検（健）診（母子保健）に係る以下の事務のため 
１ 予約、受診券や勧奨通知の発送、結果についての登

録・管理 
２ 支払いに関する事務 
３ 統計・報告に関する事務 

５ 記録項目 
１健康管理番号、２氏名・性別、３生年月日、４郵便番

号・住所・電話番号、５各種検（健）診該当項目 

６ 記録範囲 姶良市各種検（健）診（母子保健）の対象者 

７ 記録情報の収集方法 
本人が提出した申込書（用紙、Web）、検（健）診機関

からの情報提供より収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称） 姶良市役所福祉部子どもみらい課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

  

№45



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
令和３年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給

付金受給者管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

令和３年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給

付金の管理・支給に必要な情報を登録・修正等をす

るために利用する。 

５ 記録項目 
１ 世帯主及び世帯員全員の住所、氏名、生年月日 

２ 振込先口座 

６ 記録範囲 

令和３年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給

付金の受給に係る以下の書類を提出した者 

１ 支給要件確認書（令和３年度住民税非課税世帯） 

２ 申請書（家計急変世帯） 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№46



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給

付金受給者管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給

付金の管理・支給に必要な情報を登録・修正等をす

るために利用する 

５ 記録項目 
１ 世帯主及び世帯員全員の住所、氏名、生年月日 

２ 振込先口座 

６ 記録範囲 

令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給

付金の受給に係る以下の書類を提出した者 

１ 支給要件確認書（令和４年度住民税非課税世帯） 

２ 申請書（家計急変世帯） 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№47



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
姶良市価格高騰緊急支援給付金受給者管理台帳ファ

イル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
姶良市価格高騰緊急支援給付金の管理・支給に必要

な情報を登録・修正等をするために利用する。 

５ 記録項目 
１ 世帯主及び世帯員全員の住所、氏名、生年月日 

２ 振込先口座 

６ 記録範囲 

姶良市価格高騰緊急支援給付金の受給に係る以下の

書類を提出した者 

１ 支給要件確認書（令和４年度住民税非課税世帯） 

２ 申請書（家計急変世帯） 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№48



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
姶良市価格高騰緊急支援給付金（均等割のみ・子ど

も加算）受給者管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
姶良市価格高騰緊急支援給付金の管理・支給に必要

な情報を登録・修正等するために利用する 

５ 記録項目 
１ 世帯主及び世帯員全員の住所、氏名、生年月日 

２ 振込先口座 

６ 記録範囲 

姶良市価格高騰緊急支援給付金（均等割のみ・子ど

も加算）に係る以下の者 

１ 「給付のお知らせ（プッシュ型）」の送付対象者 

２ 「支給要件確認書（令和５年度住民税均等割の

み課税世帯）」の提出者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№49



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
姶良市価格高騰緊急支援給付金（追加交付分（非課

税世帯分））受給者管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
姶良市価格高騰緊急支援給付金の管理・支給に必要

な情報を登録・修正等をするために利用する。 

５ 記録項目 
１ 世帯主及び世帯員全員の住所、氏名、生年月日 

２ 振込先口座 

６ 記録範囲 

姶良市価格高騰緊急支援給付金（追加交付分（非課

税世帯分））に係る以下の者 

１ 「給付のお知らせ（プッシュ型）」の送付対象者

２ 「支給要件確認書（令和５年度住民税非課税世帯）」 

の提出者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№50



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
姶良市価格高騰緊急支援給付金（非課税世帯分）受

給者管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
姶良市価格高騰緊急支援給付金の管理・支給に必要

な情報を登録・修正等をするために利用する。 

５ 記録項目 
１ 世帯主及び世帯員全員の住所、氏名、生年月日 

２ 振込先口座 

６ 

姶良市価格高騰緊急支援給付金の

受給に係る対象者の以下の情報 

姶良市価格高騰緊急支援給付金（（非課税世帯分）に

係る以下の者 

１ 「給付のお知らせ（プッシュ型）」の送付対象者

２ 「支給要件確認書（（令和５年度住民税非課税世帯 

の情報）」の提出者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№51



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
定額減税補足給付金（不足額給付）支給管理台帳フ

ァイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
定額減税補足給付金（不足額給付）の管理・支給に必

要な情報を登録・修正等をするために利用する。 

５ 記録項目 
１ 世帯主及び世帯員全員の住所、氏名、生年月日 

２ 振込先口座 

６ 記録範囲 
定額減税補足給付金（不足額給付）支給に係る「支給

確認書」の送付対象者 

７ 記録情報の収集方法 市民からの確認書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先  ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
 ― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 
 

 

№52



様式第１号（第４条関係） 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

避難行動要支援者のうち、民生委員児童委員等に情

報提供することに同意している者について、担当地

区の民生委員児童委員にリストを貸与するために利

用する。 

５ 記録項目 １氏名、２住所、３行政区別 

６ 記録範囲 
避難行動要支援者のうち、支援者に情報提供するこ

とに同意している者 

７ 記録情報の収集方法 
市民から申請のあった情報について、危機管理課を

介して収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 民生委員児童委員 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№53



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
姶良市健康・長寿支援チケット（健康チケットあい

あい）受付台帳 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 健康チケットあいあいの交付のため 

５ 記録項目 住所、氏名、生年月日、性別 

６ 記録範囲 

住民基本台帳に記録されている者のうち、事業実施年

度において 70 歳以上の者（事業実施年度において 70

歳に達する者を含む。） 

７ 記録情報の収集方法 住民基本台帳から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）  法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有 □無 

13 備  考 

 

 

№54



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 介護保険情報ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

介護保険法に基づき、被保険者の資格管理、保険料

の賦課及び徴収、要介護認定及び保険給付に関する

事務を行うために利用する 

５ 記録項目 
１．氏名、２生年月日、３性別、４住所、５、保険資

格情報、６保険料賦課情報、７保険給付情報 

６ 記録範囲 本市介護保険資格者（平成 12 年以降） 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№55



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 更生指導台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

本市に居住し、身体障害者手帳を保有するものに対

する障害福祉サービスの提供及び身体障害者手帳交

付等事務に利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５身体障害者

手帳等級 

６ 記録範囲 
本市で身体障害者手帳を保有する者（昭和 24 年以

降） 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 鹿児島県更生相談所 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№56



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 重度心身障害者の医療費助成受給者台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 重度心身障害者医療費助成の給付事務に利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５身体障害者

手帳等級、６保険証情報、７振込先情報 

６ 記録範囲 
本市に居住する重度心身障害者医療費助成の資格を

持つ者（昭和 49 年以降） 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 - 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№57



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 障害者自立支援給付台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
障害者自立支援給付の給付決定に関する事務に利用

する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５手帳等級、

６障害認定区分 

６ 記録範囲 
本市に居住する自立支援給付の受給資格を持つ者

（昭和 24 年以降） 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 - 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№58



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 
自立支援医療費受給者台帳ファイル（精神通院医療

に限る。） 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
福祉部長寿・障害福祉課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
自立支援医療費（精神通院医療に限る。）の申請受理

及び進達に関する事務を行うために利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５保険証情

報、６病名 

６ 記録範囲 
本市に居住する自立支援医療費（精神通院医療に限

る。）の受給資格を持つ者（昭和 25 年以降） 

７ 記録情報の収集方法 市民からの申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 鹿児島県精神保健福祉センター 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所福祉部長寿・障害福祉課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
- 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№59



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 都市計画基礎調査ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
建設部都市計画課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

都市における人口、産業、土地利用、建物などの現況及び将

来の見通しを定期的に把握し、客観的・定量的なデータに基

づいた都市計画の運用を行うために使用する 

５ 記録項目 

１人口（人口規模、将来人口等）、２産業（産業・職業分類

別就業者数等）、３土地利用（土地利用現況、農地転用状況、

新築動向等）、４建物（建物利用現況、大規模小売店舗等の

立地状況等）等 

６ 記録範囲 
都市計画基礎調査の調査対象区域内の建物居住者や土地・建

物権利者等 

７ 記録情報の収集方法 

公表資料（国勢調査、経済センサス、国土数値情報、農林業

センサス等）及び庁内資料（都市計画図書、建築確認申請書

類等）、現地踏査により収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 － 

９ 記録情報の経常的提供先 

・鹿児島県土木部都市計画課 

・調査結果を公表（オープン化）する鹿児島県ホームページ

及びＧ空間情報センターの閲覧者等 

10 
開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名称）姶良市役所建設部都市計画課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町25番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21 条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№60



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 公営住宅管理台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
建設部建築住宅課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 姶良市営住宅入居者情報を管理するため利用する 

５ 記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５連絡先、６

障害の有無、７収入所得、８住宅使用料、９住宅使用

料収納状況、10 口座情報、11 入退去日、12 入居申込

日、13 敷金収納額、14 連帯保証人、15 家賃債務保証

法人利用状況 

６ 記録範囲 市営住宅入退去者（昭和 48 年度以降） 

７ 記録情報の収集方法 入居申込書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所建設部建築住宅課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№61



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 経営所得安定対策支援システムファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
農林水産部農政課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
水田農地における農家の耕作状況を把握するために

利用する 

５ 記録項目 

1 農地住所、2 耕作者氏名、3 耕作者生年月日、4 耕

作者性別、5 耕作者住所、6 所有者氏名、7 農地の権

利関係、8 耕作作物情報、9 耕作者電話番号 

６ 記録範囲 
本市住民基本台帳登録者、本市農地所有者、本市農

地耕作者 

７ 記録情報の収集方法 
市民からの申請等、住民基本台帳、固定資産課税台

帳、農地基本台帳より収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 農林水産省 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所農林水産部農政課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 ― 

 

№62



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 水道料金システムファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市水道事業 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
水道事業部管理課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
水道料金、下水道料金の賦課及び料金の徴収をする

ために利用する 

５ 記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４納付・徴収情報、５

水道・下水道料金、６メーター・検針情報、７開栓・

閉栓情報、８口座情報 

６ 記録範囲 水道、下水道利用者 

７ 記録情報の収集方法 本人、工事事業者による申請書から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市水道事業 姶良市長 

（所在地）鹿児島県姶良市船津 138 番地１ 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№63



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 給水装置工事申請・設計書ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市水道事業 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
水道事業部施設課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 給水装置の工事申請受付及び完成検査に利用する 

５ 記録項目 １氏名、２住所、３配水管から宅内の配管図 

６ 記録範囲 給水対象者及び家屋 

７ 記録情報の収集方法 主に指定水道工事店からの申請から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市水道事業 姶良市長 

（所在地）鹿児島県姶良市船津 138 番地１ 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№64



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 学齢簿ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市教育委員会 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
教育部学校教育課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

学齢児童生徒の管理（就学校管理、就学援助費・特別

支援教育就学奨励費補助金の管理、生徒指導等資料

作成）に利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５学校区、６

保護者氏名 

６ 記録範囲 姶良市に住民票を置く学齢児童生徒 

７ 記録情報の収集方法 
基幹業務系システム上で、住民基本台帳情報から収

集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所教育部学校教育課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№65



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 就学援助ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市教育委員会 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
教育部学校教育課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
就学援助（就学援助費・特別支援教育就学奨励費）の

管理（認定・支給）に利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５学校、６審

査情報、７認定・支給情報 

６ 記録範囲 各年度・各学校の就学援助申請者 

７ 記録情報の収集方法 学齢簿ファイル及び申請書等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所教育部学校教育課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№66



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 学校給食申込者名簿ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市教育委員会 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
教育部保健体育課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 園児児童生徒及び教職員等の管理 

５ 記録項目 １氏名、２生年月日、３性別、４住所、５電話番号 

６ 記録範囲 学校給食の申込みを行った者（令和６年度以降） 

７ 記録情報の収集方法 学校給食の申込書等により収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所教育部保健体育課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 
 

 

№67



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 二十歳の式典対象者ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市教育委員会 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
教育部社会教育課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 二十歳の式典案内状を送付するために利用する 

５ 記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４住所 

６ 記録範囲 本市住民基本台帳登録者 

７ 記録情報の収集方法 本市住民基本台帳から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称） 姶良市役所教育部社会教育課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
－ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№68



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 生涯学習講座申込者名簿ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市教育委員会 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
教育部社会教育課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 生涯学習講座の開講に伴う事務連絡等に利用する 

５ 記録項目 １氏名、２性別、３住所、４年齢、５電話番号 

６ 記録範囲 生涯学習講座の申込を行った者（平成 25 年度以降） 

７ 記録情報の収集方法 市民からの講座の申込みにより収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所教育部社会教育課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№69



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 姶良 10 号美術展出品者名簿ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市教育委員会 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
教育部社会教育課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
姶良 10 号美術展の作品募集案内を送付するために

利用する 

５ 記録項目 １氏名、２性別、３住所、４年齢、５電話番号 

６ 記録範囲 
姶良 10 号美術展への出品を行った者（平成 22 年度

以降） 

７ 記録情報の収集方法 出品者からの申込書により収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所教育部社会教育課 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№70



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 図書館利用者カードファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市教育委員会 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
教育部図書館事務局 

４ 個人情報ファイルの利用目的 図書館利用に当たって必要な情報の登録に利用する 

５ 記録項目 １氏名、２住所、３生年月日、４性別、５電話番号 

６ 記録範囲 
図書館利用目的により申込書を提出した県内在住者

（離島を除く。） 

７ 記録情報の収集方法 利用登録申込書から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市役所教育部図書館事務局 

（所在地）鹿児島県姶良市西餅田 489 番地３ 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№71



様式第１号（第 30 条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 救急統計システムファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
消防本部 警防課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
救急業務実施基準第24条に基づく救急活動記録の記

載に利用するため 

５ 記録項目 

１救急事故発生年月日、２覚知時刻、３発生場所、４

発生原因、５傷病者の住所・氏名・年齢・性別、６傷

病の部位・程度、７傷病者を搬送した医療機関名・医

師等 

６ 記録範囲 救急要請者（昭和 47 年４月１日以降） 

７ 記録情報の収集方法 傷病者及び家族等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市消防本部 警防課 

（所在地）鹿児島県姶良市加治木町木田 2040 番地１ 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№72



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 姶救あんしんキット登録台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
消防本部 警防課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

高齢者、障害者等の緊急時において、救急隊による

適切な処置及び適切な医療機関へ搬送を行うために

利用する 

５ 記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５代理申

請者氏名、６代理申請者住所、７代理申請者電話番

号 

６ 記録範囲 
姶救あんしんキット申請者（平成 23 年９月１日以

降） 

７ 記録情報の収集方法 申請者及び家族等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市消防本部 警防課 

（所在地）鹿児島県姶良市加治木町木田 2040 番地１ 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№73



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 退職報償金システムファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
消防本部 警防課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

消防組織法第 25 条に基づき、消防団員で非常勤の者

が退職した場合に、市町村は条例で定めるところに

より、退職報償金の支給に利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５入団日

及び退団日、６職業、７階級 

６ 記録範囲 姶良市消防団入団者（昭和 23 年１月 10 日以降） 

７ 記録情報の収集方法 入団者から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市消防本部 警防課 

（所在地）鹿児島県姶良市加治木町木田 2040 番地１ 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№74



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 救命講習会管理システムファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
消防本部 警防課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

救急業務実施基準第 32 条に基づき、市民の救命率

を上げるため、救命講習等の受講率向上を目指して

受講者数等や再講習者を把握するために利用する 

５ 記録項目 
１氏名、２生年月日、３電話番号、４性別、５受講

日 

６ 記録範囲 救命講習等受講者（平成８年７月 14 日以降） 

７ 記録情報の収集方法 受講者等から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市消防本部 警防課 

（所在地）鹿児島県姶良市加治木町木田 2040 番地１ 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考 

 

 

№75



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 選挙人名簿抄本ファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市選挙管理委員会 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
姶良市選挙管理委員会事務局 

４ 個人情報ファイルの利用目的 定時登録及び選挙執行のために利用する 

５ 記録項目 １住所、２氏名、３性別、４生年月日、５選挙権照合 

６ 記録範囲 選挙人名簿に登録された者 

７ 記録情報の収集方法 本市住民基本台帳から収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ‐ 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市選挙管理委員会事務局 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
‐ 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  無 

13 備  考 

 

 

№76



様式第１号（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

１ 個人情報ファイルの名称 農地基本台帳システムファイル 

２ 行政機関等の名称 姶良市農業委員会 

３ 
個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
農業委員会事務局 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
農地の権利移動状況や農家の耕作状況を把握するた

めに利用する 

５ 記録項目 
1 氏名、2 生年月日、3 性別、4 住所、5 行政区、6 農

地の権利関係 

６ 記録範囲 
本市住民基本台帳登録者、本市農地所有者、本市農

地耕作者 

７ 記録情報の収集方法 
市民からの申請等、住民基本台帳、固定資産課税台

帳による収集 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 農林水産省 

10 
開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）姶良市農業委員会事務局 

（所在地）鹿児島県姶良市宮島町 25 番地 

11 
訂正及び利用停止に関する他の法令の 

規定による特別の手続等 
 ― 

12 個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

 有 □無 

13 備  考  ― 

 

№77


